
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公立大学法人 福島県立医科大学附属病院 患者サポートセンター 

第 130 号 

１ セカンドオピニオン外来の目的 

「現在受診中の担当医の診断内容や治療法に関して、当院の専門医の意見・判断を提供し、それを患者

さんが今後の治療方針を決定する際の参考にしていただく」ために行うものとし、患者さんの治療に対す

る自己決定権のサポートをすることを目的としています。 

また、各診療科医師は、自院への誘導ではなく、患者さんの利益を優先して客観的な説明を行うものと

します。 

 

２ セカンドオピニオン外来の概要 

（1）完全予約制です。 

（2）新たな検査、処置、治療行為は行いません。 

（3）自由診療扱いで１回あたり最大６０分、３３，０００円（税込み）です。 

（６０分は、診療時間約４５分と文書作成時間約１５分を併せて６０分となります。） 

（4）場所は、原則として各診療科外来で行います。 

（5）対応診療科は、全診療科（対応疾患は一部限定する）とし、相談実施日時、対応医師は原則として申 

込内容により各診療科で決定します。 

 

３ セカンドオピニオン外来受診対象者 

（1）相談は、患者本人を原則とします。ただし、本人の同意書があれば、ご家族（配偶者（事実上の配偶 

者を含む）、親、子、兄弟等の２親等以内の親族）の方だけでも受診可能です。 

（2）現在受診中の担当医から診療情報提供書や検査結果・ＤＶＤ、ＣＤ等の画像情報等資料提供が受け 

られる方に限定します。 

（3）患者さんの疾患が当院のセカンドオピニオン対応疾患の場合に限ります。 

吹く風にも春の匂いがほのかに感じられる季節となりました。 

今月号は、『セカンドオピニオン』のご紹介をいたします。 

 

https://www.fmu.ac.jp/home/renkei/wp-content/uploads/2022/11/so-yousiki2.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【発行元】公立大学法人福島県立医科大学附属病院 患者サポートセンター 

〒960-1295 福島市光が丘１番地 ＴＥＬ：024-547-1885（直通） Ｅｍａｉｌ：tourokui@fmu.ac.jp 

４ セカンドオピニオン外来をお断りする場合 

（1）ご家族のみでの受診の場合、患者さんの同意書がない場合はお受けできません。 

（2）現在受診中の担当医に対する不満や苦情、医療訴訟を目的とした相談、診療費に関する相談等につ 

いてはお受けできません。 

（3）最初から転院を希望される場合や、現在受診中の担当医から診療情報提供書および検査結果等の 

資料をいただけない場合はお受けできません。 

（4）死亡した患者さんをセカンドオピニオンの対象とする場合、その他、申込内容により断る場合があり 

ます。 

 

５ 予約申込み手続き 

（1）はじめに 

患者さん、ご家族は、当院医療連携・相談室に電話をしてください。担当者から、概要や申込み 

に必用な事項をご説明します。 

（2）申込み方法 

電話やファックス、Emailでのお申し込みは、誤送・紛失のおそれがありますので、受付をして 

おりません。申込みに必用な書類を郵送（レターパック）あるいは直接持参にて、医療連携・相談室 

セカンドオピニオン担当まで提出して下さい。書類を担当者が受理して申込みとなります。 

なお、予約日として不都合な日（曜日）等があればお申込みをする際、事前にお知らせ下さい。 

（3）セカンドオピニオン実施の可否 

医療連携・相談室で申込書を受理した後、担当診療科の医師が相談内容を確認の上、セカンドオ 

ピニオン受診の可否を判断します。 

（4）予約日のお知らせ 

セカンドオピニオンが可能となれば、セカンドオピニオン担当医師と予約日を調整した上、予約 

日を電話でお知らせするとともに、「セカンドオピニオン外来予約回答書」を郵送します。 

  

６ セカンドオピニオンの必要書類 

（1）セカンドオピニオン外来申込書（様式１） 

（2）セカンドオピニオン外来相談同意書（様式２ ※ご家族のみの場合） 

（3）来院前体調確認用紙（申込みをする時点での体調を記載して、申込書に添付） 

※以上の書類は当院ホームページセカンドオピニオンコーナーに掲載されております。 

※医療機関の皆さんへのお願い～患者さん等から当院でのセカンドオピニオン希望があった際には、 

当院ホームページから必要書類をダウンロード・印刷し、患者さんへ書類をお渡し下さいますよう 

お願い致します。 

（4）診療情報提供書、各種検査資料、画像情報（ＤＶＤ等） 

  

７ 受診当日 

受診日当日は、予約時間の４０分前まで（追加資料がある場合は１時間前まで）に、１階総合受付までお越

し下さい。セカンドオピニオン外来担当者がお待ちしております。 

受付後、セカンドオピニオン外来担当者及び立会看護師との面接を実施した後、外来診察室までご案内

します。 

 

８ 実施結果の回答 

セカンドオピニオン終了後、セカンドオピニオン担当医師により「セカンドオピニオン外来報告書」を作成

し、主治医へ郵送するとともに、患者さんには報告書のコピーをお渡しいたします。 

 

９ 医療連携・相談室への連絡 

医療連携・相談室 ： 直通０２４－５４７－１８１８ 

https://www.fmu.ac.jp/home/renkei/wp-content/uploads/2022/11/so-yousiki2.pdf
https://www.fmu.ac.jp/home/renkei/wp-content/uploads/2022/11/so-yousiki1.pdf
https://www.fmu.ac.jp/home/renkei/wp-content/uploads/2022/11/so-yousiki2.pdf
https://www.fmu.ac.jp/home/renkei/wp-content/uploads/2023/06/taichou.pdf
https://www.fmu.ac.jp/home/renkei/patients2

